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はじめに 
 
『図書新聞』編集部に依頼されて末尾に掲

げた書評を書いた。酒井朗さんの『教育臨床

社会学の可能性』（勁草書房、2014年）を取
り上げた。2005年には、『現代の社会病理』
（第 20号、日本社会病理学会）の編集部に依
頼されて野口祐二さんの『ナラティブの臨床

社会学』（勁草書房、2005年）を取り上げた
（書評論文「＜臨床＞から＜臨場＞へ‐拓か

れた臨床の視座と first person‐」）。他にも書
評を書いているが、ちょうど 10年隔たった二
つの書評は臨床社会学との関係があるのでこ

れらを紹介し、その間の問題意識も織り交ぜ、

対人援助の実践と知識のあり方について吟味

をしておきたい。第８回目となる「臨床社会

学の方法」は「臨地の思考」である。 
 
１．臨床を複眼的にみるために!臨地実践
としての東日本家族応援プロジェクトに

とりくんで!  
 
 
１）東日本家族応援プロジェクトのこと 
立命館大学大学院応用人間科学研究科では

「東日本家族応援プロジェクト」と称して 10 
 
 

 
 
 
 
 
 
年の取り組みをしている。現在４年目である。 
本マガジンにはプロジェクト責任者の村本さ

んが経過を記している。4年目が終わろうと
している現時点で、いったん総括をしておき

たいと思い書物を編集している最中である。

私は「まとめ」にあたる章を担当している。

プロジェクトをとおして「場」に関わること

の意義に焦点をあてた（詳細は晃洋書房から

今夏刊行予定の書物を参照のこと）。 
プロジェクトの学びは「場」に関わる。プ

ロジェクトは他者との関係性において学ぶ。

それは「学びのコミュニティ」への関与であ

る。この場合のコミュニティは「地域」を意

味しない。あくまでも「場」であり、「関心と

してのコミュニティ」である。生きる場とし

ての「地域」とは異なる。「関心のコミュニテ

ィ」としてのプロジェクトが、「地域」として

のコミュニティと協働する。そこに住まう他

者たちと共在する「場と地」へ自らの身体を

投げ出すから、プロジェクト（投企）なので

ある。学ぶ者は自らの日常とは異なりのある

場、事態が生起している場、苦難の場へと赴

くので、その身体は揺さぶられる。そして知

らないところに投げ出された身体は動揺する。

その揺れを自己の省察の契機とする。 
 
２）アクティブな学び  
プロジェクトは、参加し、実践し、対話し、
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協調し、そして最終的には省察をしながら「場

と地」に身体を投げ出す営みである。対人援

助学を学ぶ者として身体をとおして感じたこ

とを言葉にして学びを深掘りしていく。大げ

さにいえば同時代の出来事に遭遇して支援と

は何かを絶えず再著述する機会とする。大規

模に取り組まれている東日本大震災からの

「復興の物語」の一環に自らを重ねるという

意味もある。  
こうした学習はアクティブな学びである。

しかし、体験型学習だけをとらえてアクティ

ブな学びだというのは一面的である。座学に

対して動的な学びというだけでもない。直接

的で身体行動的な「体験」を「経験」にまで

深めていくためには、応用展開性へと至る省

察や言語化が不可欠である。協働をとおした

学習は、個人の次元から組織（児童相談所、

保育園、福祉団体、NPO等の現地パートナー）
や地域（自治体、民生委員やボランティア等

地元の諸個人）の次元にまで広がる。10年続
けているので時間という要素も加わる。持続

的に関与するので、参加者はその時間軸のな

かで変化する。 
従来の、どちらかといえば単線的であった

「教える」「導く」「治す」「伸ばす」「成長す

る」という援助と支援にかかわる様相ではな

く、また「支援する側とされる側」という二

元論へと陥りがちな対人援助実践をそうでは

ないあり方へと切り替えることが求められて

いると新しい対人援助学は考える。ケアの課

題が発生するところに積極的に身体をもって

分け入ることでみえてくることを言葉にし、

共感の手前の関係性をひきだしたいと考えて

いる。それは共振とか共苦という課題である。

さらに支援や援助が成り立つ生態学的な関係

性として取り出すことでみえてくる共生とい

う課題も大切だと考えている。プロジェクト

への参加・参画は自らの「身体」を媒介させ

た実践、つまりその「地に臨む」身体が不可

欠であり、それをとおして関係性ができあが

る。 
まとめておこう。対人援助学は臨床という

狭い意味において実践的であるのではない。

事態が生起し、ニーズがあるところに自己を

置く。自ら投企した身体をとおして問題とな

ることを感受し、共感する。その前に共振し、

共苦する。そしてそれらのなかを共に生きる

相を把握する。前回の連載「臨床社会学の方

法（７）」で紹介した不登校を研究している院

生が認定フリースクールで生徒に問われた

「どうして学校に通い続けていたのか」とい

う問い返しはその感受する身体の典型例であ

る。共振し、その問いがもつ刃のような鋭さ

で自らを省みて共苦した。これらの諸相を私

の専攻領域である社会病理学・臨床社会学に

そくして考えてみよう。 
 
３）臨床社会学の知  
私は、社会病理学・臨床社会学は、「個人の

病み」をとおして「社会の病み」を把握する

知の営みだと考えている。「個人の病み」にか

かわる現場は臨床実践の対象としてたくさん

ある。心理相談、福祉援助、医療・看護、学

校教育、障害対応等だ。東日本の被災地でも

多様な取り組みがある。こうした人々の営為

に社会学はどのように貢献できるのかを考え

ている。社会行動や相互作用の諸過程を分析

する社会学の方法は逸脱行動への対応や問題

解決の臨床実践に「関係性」という射程をも

って接近する。だから、ベッドサイドで病め

る当事者に寄り添いながら支援する狭義の臨

床だけではなくて、その射程は社会それ自体

の病理性をも扱うこととなる。社会病理にか

かわる臨床で体験する事柄は、社会の極限値

として何かを表象している、つまり訴えてい

るとすれば、社会の方へと問題を再構成する

作業として社会病理学・臨床社会学はある。 
こうした広がりのなかで個々の社会病理現

象を把握するための基礎的知識が意味をもつ。

これらの作業は複雑な手続きを必要とする。

その過程において、既存の概念を批判的に吟

味し、日常的な生活環境の改善から社会再構

築にも至るべき、ミクロをとおしてマクロを

透視する、マクロな事項をミクロな事例に読

み取る、そんなリンケージのポイント（「結節

点」）となる取り組みをプロジェクトとして設

定した。 
「臨地」の実践として東日本の各地で活動

する協力パートナーをみいだしながらプロジ

ェクトが汲まれている。そこには、「臨床（被
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災・被害に関わる課題への対応）!臨人（活動
は「わたしとあなた」という顔のみえる関係

に根ざす）!臨家（家族への支援に関わること）
!臨場（具体的な活動が展開される空間）」と
いう層を成した広がりがある取り組みとなっ

ている。末尾に示した図１はそのイメージで

ある。 
もちろん、「臨地の思考」にとっては、地元

の言葉の理解、被災地の現状把握、被災体験

の想起、地域の味わいと臭い等の総体への、

身体をとおした分け入りが根拠になっていく。

その具体的なあり方は同じプロジェクトであ

りながらも参加者ひとりひとりのこれまでの

履歴を反映した個別的なものとの共振がある。

それはボランティアをしながら共苦し、共振

するというひとりひとりの臨床的な学びの姿

だともいえる。参加している者のこれまでと

これからについて、東日本の現場をとおして

重ねてみる各自の物語がみえてくる。そのユ

ニークさが個性的で面白い。 
もちろん、復興の物語をとおして見えつつ

あることを整序するだけでも膨大な作業とな

る。対人援助にかかわる問題解決というより

も、対人援助の「広がりや深まり」について、

既知の対人援助や実践を相対化できるような

問いができればよいと思う。「問題」の再考そ

れ自体もできる対人援助の発見が大切だとプ

ロジェクトでは考えている。社会の中にそん

なにシャープに答えがあるわけでない。その

答えも別の問題をはらんでしまうということ

もみえてきた。 
「問題解決行動が問題となること」や「偽

問題解決行動」を指摘してきた家族療法論的

な臨床の方法に学ぶと、応用人間科学研究科

で扱うことそれ自体や対人援助学のテキスト

もこうした思考のループに組み込まれるべき

だし、復興の仕方や支援のあり方もまたそう

ではないかと深慮すべきだろう。明確な答え

がないからこそ、逆に、新たに「問い」を立

て、調べなおし、言語化し、支援の実践の場

をつくりながら、「問いを問い直す知」を構築

する。それらを社会のあり方へと再帰させる

というまた異なる次元への問題解決行動を展

望できることが大切だろう。 

確かに問題解決を指向するのが臨床と支援

の入り口だが、答えだけだと対処療法となっ

てしまう。だから「問い」を立て直すことも

できるようになりたいと思っている。「問題解

決型の知」は物事のある一面でしかない。臨

床の知から既存の概念の再考を迫るテーマは

たくさん生成しているのでそれを理解するた

めに多問題が錯綜している臨地プロジェクト

の学びがある。 
問題を感受し、理論化する自己を構成すべ

く現地に入り実践する。地域に身体をもって

分け入る、つまり臨地体験である。各地での

多様な実践は、人間、家族、場、悩みに関わ

る実践の知となる。それらを共に語る既製品

ではない言葉が欲しい。体験が経験へと変化

することがプロジェクトの学びの本旨である。

臨地実践は、そこに分け入っていく身体それ

自体の感受性がなんといってもカギとなるが、

それを言葉としていくことで他者との意味交

流ができる。それをイメージ化したのが図２

である。経済や政治というハードな領域にあ

る事柄も身体が感受すると社会的な身体とな

る。 
 
４）共振する臨床の知  
これらは酒井朗さんの『教育臨床社会学の

可能性』（勁草書房、2014 年 6 月、227 頁）
についての書評の末尾に記したことと重なる。

つまり、「たとえば、臨床芸術、臨床文学、臨

床社会学、臨床哲学、臨床工学等が隆盛して

おり、さながら『連字符臨床学』とでもいえ

る事態となっている現在だからこそ、臨床を

冠することの本旨が問われる」ことを指摘し

た。「臨床といってもそれは『場』に臨むこと、

つまり『臨場』」という視点が大切だし、酒井

さんが調査をした「学校に行かない子ども、

指導の文化や移行の危機を実証してきた方法

がなによりも地を這う考察の、つまり『臨地』

の結果だからである。共感的態度よりも科学

的方法への関心から臨床心理学モデルを教育

現象に応用しないという著者固有の教育臨床

社会学の視座形成過程に裏打ちされた内容で

ある」ことに私は納得した。 
酒井さんの書物で引用されている方々にも

同じように共感した。たとえば、「子どもに
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は価値葛藤を通した創造をいいながら、その

場で共に価値葛藤していない教師自身に気づ

く「授業リフレクション」（藤岡完治）」、

教育に携わる専門的職能者の資質について、

「受苦的に向かいあう知性と感性」（庄井良

信）が大切だとする先人たちの知見を博引旁

証する態度に敬意を表した。とくに藤岡さん

の指摘は多くの対人援助の現場にも通用する

ものだ。自らの教えの振り返りなしに子ども

らを指導できないとして具体的に教える者の

変化をとく手法を提起している（『関わるこ

とへの意志"教育の根源』 国土社、2000年）。
酒井さんは、そこから、「研究者自らの変容

へと視点を展開」する。「臨床を名乗ること

の現在における意義の再確認はこうした方向

性のなかにあるのだと思う。共生や共感を決

して声高にいうのではなく、場に臨み、地を

這うようにして、学校に行かない子どもや指

導の文化に呪縛されながら呻吟する教師たち

と臨在する著者の研究姿勢に感銘を受ける」

という言葉はそのまま私自身が自らに言い聞

かせていることでもある。連字符のようにし

て関心を持たれる臨床の知をみずからそこに

投げ出す身体をとおして統合していくための

「臨地の思考」の必要性をこうした取り組み

から学んだ。 

 
２．ナラティブ・アプローチと臨地の

思考  
 
１）経過の整理  
同じようなことを野口祐二さんの『ナラテ

ィブの臨床社会学』（勁草書房、2005 年）の
書評でも取り上げた。書評論文「＜臨床＞か

ら＜臨場＞へ‐拓かれた臨床の視座と first 
person‐」である（『現代の社会病理』、第 20
号、日本社会病理学会）。この時は、臨床の理

解を開かれたものにするために、臨床社会学

には「臨場」という言葉が相応しいという提

起をした。 
野口さんは当時から臨床社会学を提案して

いた先駆者である。アルコール依存症のグル

ープワーク実践もされてこられた臨床社会学

の開拓者である。ナラティブ・アプローチが

臨床社会学の構築にとってもつ可能性を見極

めようとされてこられた。臨床社会学につい

て野口さんはこう考えている。「臨床的現実を

対象とする社会学、および、臨床的応用を目

的とする社会学の両者を包含する社会学」だ

と。「臨床的現実の理解を深め、臨床的応用に

貢献できる」ということが大切だともいう。

「臨床と呼ばれる領域が生活世界のなかでか

つてない広がりをみせている」社会に、社会

学（者）として応答すべきだという。野口さ

んは、社会構成主義とナラティブ・アプロー

チの理論的な整理、サイコセラピーとソーシ

ャルワークという臨床領域を対象にしたナラ

ティブ・アプローチの可能性の探求、司法領

域との関連や個人化する社会との関連等ナラ

ティブ・アプローチの応用可能性の検証を行

っている。研究の経過風にみると次のように

なる。 
P.コンラッドらが拓いた「医療化論」(『逸

脱と医療化－悪から病いへ』ミネルヴァ書房、

2003年、ピーター・コンラッド他)は、病いや

障碍がいかに構築されてきたのかを問い、そ

の過程を歴史的に描いた。しかし、人々が定

義をめぐる共同作業に荷担していることは示

しうるが、逆に、どのようにして人々がその

現実に働きかけ、変更しうるのかについては

答えてこなかったと野口さんは批判する。 
これに対して、A.クライマンの「病いの意

味と語り論」(『病の語り－慢性の病いをめぐ

る臨床人類学』アーサー・クラインマン、誠

信書房、1996年)は、個人がどのように「病い」

を構成するのかを個人の視点から描き出すこ

とができる。クライマンにとっての人々の主

体性は語る行為、つまり物語の効果としてあ

らわれるという。だからナラティブ・セラピ

ーの検討が不可避となる。

ナラティブ・セラピーは現実が社会的に構

成されること、その現実が言語によって構成

されること、そして言語が物語によって組織

化されることを説明した。その点が臨床社会

学にとって大事だという。M.ホワイト（『ナ
ラティブ・プラクティス』金剛出版 2012年。

『ナラティブ実践地図』金剛出版、2009 年等

がある）らの「物語の書き換え」論（ドミナ

ント・ストーリーの書き換え）、T.アンダーソ
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ンらの「無知の戦略」論（語られることのな

かった物語をひきだすためのセラピーの方

法）、H. アンダーソンの「リフレクティング
チーム」論（スーパーバイズをクライアント

がおこなう。『会話・言語・そして可能性－

コラボレイティブとは？セラピーとは？』金

剛出版、2001 年、ハーレーン・アンダーソン）

がとくに強調されている。 
ナラティブ・アプローチは「ナラティブ（語

り・物語）という形式を手がかりにしてなん

らかの現実に接近していく方法」であり、「現

実は言語的共同作業によって構成されると同

時にナラティブという形式によって影響され

る」ので、現実の再構成という点でも有益だ

という。 
わかりやすい説明として、「ナラティブの対

語はセオリーであるが、セオリーは必然を、

ナラティブは偶然を扱う」と記されている。

J.ブルーナー.の「論理科学モードとナラティ
ブ・モード」論（『意味の復権－フォークサイ

コロジーに向けて』ミネルヴァ書房、1999年、

ジェローム・ブルーナー）とともにホワイト

と D.エプストソン（デイヴィッド・エプスト
ソン『ナラティブ・セラピーの冒険』創元社、

2005 年を引いている。「論理科学モードは個

人を受け身的なアリーナとして、非個人的な

力、動因、衝撃、エネルギー移動等に反応す

る場としてみるが、ナラティブ・モードは個

人を世界の主人公として描く。解釈行為の世

界であり、人々は他者とともに再著述する」

と。臨床社会学にとってのナラティブ・セラ

ピーの役割の大きさが示されている。 
 
２）社会構成主義をのりこえる臨床実践の

視界  
さらに野口さんは社会構成主義をめぐる

「問い」を提起している。現実は構築された

ものであることを強調する社会構成主義は相

対主義の徹底をもたらし、研究者の言語ゲー

ムに陥り、ニヒリズムへと「退却」してしま

いかねないことをいかにして回避することが

できるのかという「問い」である。 
相対主義は「社会問題の記述」には役立つ

が「解決」には役立たないという。社会構成

主義は「問題」の成り立ちについてどちらか

といえば傍観者的に記述する。よく言えば俯

瞰的に眺める。この姿勢こそが「問題」にま

つわる「当事者性」を消し去るように作用し、

「研究者のゲーム」を完結させると指摘する。 
しかし、臨床領域の実践は当事者性を消去

できない。だから、「対案となるべき現実」の

構成が大事で、ナラティブ・セラピーは「相

対主義を徹底して実践するときに開けてくる

ひとつの視界」だと位置づける。「別の現実を

構成する」という臨床の実践にこそ相対主義

を突き抜ける可能性がある。「新しい現実を創

造できたか」という問いの反復をとおして社

会的に構成された現実が臨床の実践をとおし

て変更されていく。そのことをナラティブ・

セラピーは可能にした。ナラティブ・セラピ

ーは「一般的な意味の秩序」（ホワイトとエプ

ストソン）を抽出し、それに基づき構成され

る「ドミナント・ストーリー」をセラピーの

過程に用い、それを書き換える作業をセラピ

ーとして実践する。 
ここでは P.バーガーらの社会構成主義との

対比がなされている（『現実の社会的構成－

知識社会学論考』ピーター・バーガー他、2003

年、新曜社）。たとえばバーガーには「翻身

alternation」という概念がある。これは宗教
的回心や治療的変化のことを指し、意味ある

他者との会話によってもたらされるとされて

いる。 
しかしナラティブ・セラピーはこう考えな

い。上下関係、つまり広い意味での権力作用

を否定するからだ。ナラティブ・セラピーは

「行き先を定めない」。終結をめざした上下関

係のある伝統的なセラピーは予め行き着く先

がセラピストの側に想定されていて、そこま

で持ち上げていくことが「治す」ことだとさ

れる。「翻身」にはまだこのニュアンスがつき

まとう。この違いは大きい。セラピストが終

わりを見定めない物語の「共同構築者」とし

て存在し、あたかも行方の定まらない旅行の

ようにして臨床が開始される。 
この意味で、ナラティブ・セラピーは「ポ

ストモダン」的なアプローチである。結末を

もとめて問題の解決をおこなう伝統的な臨床

心理ではない。ナラティブ・セラピーはセラ

ピストとクライアントが共同で新しい自己物
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語を構成する過程としてある。この点を社会

構成主義への批判としても位置づける野口さ

んは臨床の現場をよく知る社会学者なのだと

思う。 
 
３）心理学化と臨床社会学  
野口さんは「社会の心理化」と「個人化す

る社会」が対になって進行する事態に対抗し

うる回路をナラティブ・アプローチとして模

索したいと考えている。「脱心理学化」のほう

への試みを臨床社会学として構想している。 
しかし、野口さんは慎重だ。「心理学化」へ

の単なる批判ではない。「心理学化は現代社会

においてはむしろ必然的な側面をもってい

る」ので、必要なことは「『心理学化』の無自

覚な拡大に注意を払い、『心理学化』の進行が

もたらしてきた社会的帰結を明らかにするこ

と、そしてその結果、修正が必要ならば具体

的な対案を提示し、それをめぐって現場との

対話を続けることである」という。そうした

ことをとおして、「対象としての臨床」は「方

法としての臨床」へと接続されるという。現

実的かつ真摯な問いだと思った。 
その上で、脱心理学化する臨床社会学の具

体像があげられている。たとえば集団療法の

分析である。野口さんも実践に関わっていた

アルコール依存症者のグループワークについ

てである。「援助する人がもっとも援助をうけ

る（helper therapy principle）」とまとめた
A.ガートナーらのセルフヘルプの意味づけ
(久保紘章監訳『セルフ・ヘルプ・グループの

理論と実際―人間としての自立と連帯へのア

プローチ』川島書店、1985 年)を引きながら、

「ナラティブコミュニティ」としてグループ

ワークが機能しているという。社会学者の存

在意義はどこにあるのかと自問自答しながら

の関与が続いたという。この点は私も脱暴力

グループワークを実施しているので共感する。

さらにソーシャルワークも検討されている。

常にクライアントの困難を社会の課題へと翻

訳しつつ実践を求められるのが本来のソーシ

ャルワーカーだ。権利擁護（アドボカシ）で

ある。その際にもナラティブ・アプローチの

有効性が示唆される。ソーシャルワーク的援

助実践の分析は臨床社会学そのものの領域と

なる。もちろん医療化とならぶ福祉化の功罪

も看過できないということを理解してのこと

だ。 
さらに、「被害のナラティブ分析」が取り上

げられている。法化社会といわれるように生

活世界を法が捕捉する。司法化である。それ

とともに「被害の心理学化」もすすむ。つま

りトラウマ物語の隆盛である。こうした「心

理化・司法化・医療化・福祉化」は対人援助

の資格化に対応し、制度が想定する既存の物

語へと苦難を矮小化する可能性もある。この

背後に「個人化する社会」があると指摘する。 
 
４）ナラティブを重視するアプローチ  
そして「個人化する社会」の理論的な検討

を行う。「ナラティブが噴出する時代」の背景

には「個人化」という社会の変化があり、そ

の「三つの異なるナラティブの形式」が見い

だせると言う。一つは「モダニストの物語」

（苦難を受け、切り抜け、克服したというプ

ロットを持つ）、二つはナラティブ・セラピー

のいう「ポストモダニストの物語」で「克服」

という結末を欠いた物語、三つはスピリチュ

アリティを強調した「自己を超えた何かとの 
出会い」という「プレモダニストの物語」で

ある。しかしいずれのナラティブも社会全体

を覆いうるような全体性や包括性をもってい

ない。そうした物語的環境にあるという。 
「それぞれの物語はそれぞれの形で『社会』

を描きだす。ナラティブはあるときは『社会』

を発見し告発する一方で、あるときは『社会』

を遠ざけたり隠蔽したりする。またあるとき

は『社会』に回収されたりもする。かつてナ

ラティブが注目される以前、われわれはセオ

リーに注目していた。研究者も、ひとびとを

導いているセオリーをなんとか捉えようとし

てさまざまなモデルを提案してきた。しかし、

いまわれわれが注目しているのはセオリーに

よってではなく、ナラティブによって生きよ

うとするひとびとの存在である。かつてセオ

リーによって作動しているかに見えた社会は、

いま、ナラティブによる作動という新しい局

面を見せ始めている」という。ナラティブが

「社会」を作動させる時代、つまり「ナラテ

ィブ・ソサエティ」の時代なのである。だか
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らナラティブ・アプローチが重要となるのだ

と。 
野口さんはいう。「ナラティブ・アプローチ

が個人ばかりを追いかけて社会に迫ろうとし

ないという誤解」をとき、「ナラティブ・アプ

ローチは個人化する社会のなかでわれわれを

『社会』へと接続する貴重な回路となってい

る」と。 
さらに野口さんは『リキッド・モダニティ』

（大月書店、2001年）を著した Z.バウマンの
ナラティブへの批判を引用している。バウマ

ンは「自我のロマン派的概念の亡骸」という。

それは、「インタビュー社会（個人的、私的人

格を明らかにするのにインタビューに頼る）

と大量の社会研究（「自我の個人的真実にたど

り着くのに個人的なナラティブを探り、解剖

学的に事細かく調べ、そこに内的真実の光を

見いだそうとする研究」）の共犯関係」だとい

うのだ。「自己性」「真実の自己」等を作り上

げるナラティブには注意が必要だとしつつも、

野口さんはナラティブ・アプローチが個人的

現実の書き換えの可能性をみない批判だとい

う。この点は大事なので、後に別の「共犯関

係」の文脈を措定して考えてみる。 
 

５）社会的現実の変更にナラティブはどう

せまるのか  
その点ともかかわり私がここで検討してお

きたいことは野口さんの書物のはじめの方に

記されている図（末尾に記した図３）である。

この図は研究の目的を、記述することと変更

することに、研究の対象を個人と社会とに分

けて作成された四つの欄からなり、医療化論、

病いの意味と方理論、ナラティブ・セラピー

という臨床をめぐる三つの社会構成主義の特

徴が整理された図である。この図において「社

会的現実の変更」が空白になっている点が問

題だと私は考えている。大きな物語の変更は

構想されず、「個人的現実の変更」と位置づけ

られるナラティブ・セラピー、「社会的現実の

記述」とされる医療化、「個人的現実の記述」

である病いの意味と語り論が配置されている。

「社会的現実の変更」を迫る欄は「社会運動

の戦略論」とされ、この書物では扱われてい

ない。「大きな物語の終焉」を意識しているの

か、野口さんは少々禁欲的にこの欄を空白に

しているようにもみえる。 
「ナラティブ・ソサエティ」の到来を語り、

社会との接合の回路と位置づけたこととの関

連で、この空白の欄を少々手あかのついたよ

うに思える「社会運動の戦略論」という言葉

ではないものとして、また、単に現場主義に

陥らないようにした、ボトムアップ式に上昇

させた言葉が欲しいと思った。 
私は、ライフストーリーワークという個人

から社会へと上昇するための回路が大きいと

と思う。また、被害と加害のフレームのなか

では「証言」「記録」「告発」というナラティ

ブの形式をとり、過去への批判とともに社会

の物語が変更されることもある。モダンを内

破する、多元的に拡散する物語生成の磁場を

確認し、さらに、制度や政策への組みかえに

向かう社会批判のポイントの確認は必要だと

思う。 
とくに、ライフストーリーワークについて

は、本マガジンの前半の「社会臨床の視界」

において取りあげてきたイギリスの児童移民

問題やオーストラリアのアボリジニの子ども

たちの隔離政策についての政府の謝罪と和解

をめぐる動態は、この社会の物語の変更をも

たらしたことを想起しておきたい。以下、こ

れらのことを私なりに考えてみた。 
 
６）ナラティブ・セラピーの立ち位置  
私がナラティブ・セラピーに関心をもった

のは、M.ホワイトの「共犯関係」という言葉
からだった。本デジタルマガジンの「社会臨

床の視界」の連載にも記したことである。そ

れは家庭内暴力の加害男性とのセラピーを論

じた視点に共感したからである。 
私は、DV 加害男性へのグループワークや

カウンセリング、体罰をした教師や性犯罪者

への相談を試みている。ホワイトのナラティ

ブ・セラピーはこうした加害者へのセラピー

の方策を模索していた私には新鮮だった。ホ

ワイトは PTSDと診断されたベトナム退役軍
人のセラピーに取り組みながら、暴力加害と

男性と社会の在り方を指摘した。 
そして同感だと思った点は、「男性セラピス

ト個人としてのアカウンタビリティを引き受
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ける立場に立つ」ということである。男性の

セラピストが自らのジェンダーに自覚的であ

り、加害男性と連続する文化を生きてきたと

いうことへの自覚をもった時に、従来の臨床

的援助とは異なる説得力のあるセラピーの再

構築を展望できるのだという。ナラティブ・

セラピーに出会いながら、個人の物語の再構

築をとおして社会の物語を変更しうる回路を

模索することができるのではないかと思って

いる（この点については、拙稿「暴力加害に

むきあう‐ジェンダーと男性性の視点をとお

して‐」、『精神療法』（Vol.31,No.2、金剛出
版）、「動機づけられていないクライエントへ

のグループワーク‐DV加害男性と共に」（『精
神看護』vol.9,no.3、医学書院）等に詳述して
ある）。 
かつて野口さんに招かれた座談会で加害の

ナラティブに取り組む私の関心をお話したこ

とがある(「臨床社会学の可能性」『家族とア
ディクション』20巻 3号、2003年)。その後、
この関心を深めるためにナラティブ・アプロ

ーチの本拠地、南オーストラリア州都、アデ

レード市へとでかけた（シドニー大学で客員

研究員をしていたときのことである）。ナラテ

ィブ・アプローチの研修を何度か受けた。リ

フレクティングチームも体験した。2004年の
夏、メキシコのオアハカ州で開催されたナラ

ティブ・アプローチの国際大会にもでかけて

世界から関心をもたれている様子も垣間見た。

あわせてD.エプストソンをニュージーランド
に訪ね、彼のカウンセリングオフィスで話し

をうかがった。ナラティブ・アプローチの研

修を受けるためではあったが、それが生成し

た「場」に臨むことが必要だと思ったし、そ

の「場」はどのような関心ある人々で構成さ

れているのかを知りたかったからだ。その

「場」に臨む感覚は書物だけでは得られない

経験だった（この経験も、「社会臨床の視界」

で何度か述べている）。 
ナラティブ・セラピーの牽引者であるホワ

イトはベトナム戦争で傷ついた男性たちと自

己の「共犯関係」だけではなく、オーストラ

リアの原罪のようにしてあるアボリジニへの

抑圧の歴史をとおしても語っていた。類似の

「共犯関係」はいたるところで見いだせる。

加害は日常的に散在していると思った。「社

会」の抑圧性への自覚と、その上で、いかに

して関係性を恢復させるための物語が可能と

なるのかということだ。アボリジニの現実が

示す臨床的な要援助性と対になるような加害

者性の物語がないとナラティブは終わらない。

トラウマは解消しない。臨床の諸課題が生成

し、それらを理解するには、歴史性と社会性

が深く刻み込まれた「地と場」に身を置くこ

とが大切だと思う。共振し、共苦する。共感

のはるか手前にあることだと思う。「地と場」

に臨む感覚、そのことをとおして面前の個々

人に学ぶことが「臨床」であるのだろう。声

高に社会変革を唱えるのでもない、臨床家が

静かにミクロな視点から社会の闇と病みを描

写する立ち位置でもある。＜わたしとあなた

＞が二人称的につくる対話からたちあがる物

語がある。 
 
７）「無資格の戦略」‐当事者の傍らで‐  
先に記したように、臨床教育学、臨床福祉

学、臨床哲学、臨床文学（病跡学）等が盛ん

である。だから、野口さんだけではなく私も

含めて臨床社会学を名乗った時点で、同じく

こうした「心理化・臨床化」の一翼を占めて

いるということになる。 
しかし、社会学は自己反省的でもありうる

ので、「社会の心理学化」としてこの趨勢を相

対化する姿勢や批判的態度を保持している。

けれども、臨床を名乗りながらこの反省をお

こなうという立場は、ある「不確かさ」「不安

定さ」をもたらすこととなる。ようするに臨

床に徹することができなくなるのだ。臨床実

践とは「治療第一」の世界であると観念され

ている。言説分析、構築主義や調査研究はそ

うした要請には無力である。何か困った事態

が起きている、そしてそれを何とか解決して、

QOL を高めていきたいと願う人々に社会学
は何ができるのかという問いが絶えず通奏低

音のように響く。 
臨床への何の資格もない社会学者の貢献は

どのようにして可能なのか。医療領域には資

格のある専門職が数多くある。「医師以外の

者」として業務を許可され、「医師の指導のも

とに」仕事を遂行するという「医療化社会」
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とのかけひきがあるにせよ、何らかの対人援

助実践には業をおこなう根拠が必要となる。

「司法化社会（法化社会）」も同じくネットワ

イドニングの効果である。法の領域も資格の

ある専門職者が多くいる。同じく「福祉化社

会」も進展している。公的制度が整備される

に従い同じく資格化が進展している。また、

国家資格となっている領域だけではなく、臨

床心理士をはじめとした民間団体発行の資格

も同じように乱立ぎみである。従前より進展

していた教育の領域も含めて、人に対するサ

ービスには、官民あわせて同じ事態をみてと

ることができる。 
こうしたなかで臨床社会学者は何の資格も

ない。どうすればいいのか。観察しているだ

けの役割なのか。臨床を名のりながらのこの

決定的な空白と孤立。野口さんが社会構成主

義を批判した際の「当事者性の欠如」を、で

は臨床社会学者自らはどのようにして埋める

のか。 
そこで私はこう考えている。その問いへの

第一の応答は、もうひとり、その「場」に何

の資格もない人がいることに気付くことであ

る。それは当事者のことである。当事者はこ

れまで対人援助においては客体だった。そこ

にいるけれども不可視化されていた。しかし

最近では、自立や自己決定の名の下の舞台の

うえに、歪んだ形態もまといつつ登場しつつ

あるようにもみえる。「当事者としての動員」

と斜に構えていえなくもない事態もある。た

とえば同意を調達するような類のインフォー

ムドコンセントだ。 
 
８）一人称のナラティブの傍らで  
だから、臨床実践者が自らの臨床がもたら

す関係性に自覚をした、反省的でありうる立

ち位置を確保する方策は当事者主導型の援助

実践と不可分となる。なんの専門資格も持た

ない者が臨床の場において貢献できることは、

ナラティブ・セラピーのいう「無知の戦略」

にならっていえば「無資格の戦略」とでもい

えるものだと思う。そうすると、たとえ何ら

かの資格があとうとも、調査をする者はその

場では治療者ではないので、もうひとりの無

資格者である当事者とともに少しばかり異な

る立ち位置でそこにあること自体の可能性が

みえてくる。野口さんの書物では空白となっ

ていた欄をうめる言葉の定立が必要なことで

ある。単に現場が大事だというのではなく、

正確な言葉と論理でそこからボトムアップし

ていくことができる立ち位置という意味であ

る。 
当面、私は、語る主体としての「first person

（当事者あるいは第一人称）」と、その傍らで

協働する立ち位置として臨床社会学を整理し

ている。たとえば、被害の物語では性犯罪被

害者、DV 被害、戦争被害者等での「サバイ
バー(survivor)」がそうだ（この表現への批判
も当事者からある）。「傷ついた癒し人

（wounded healer）」、依存症当事者たちの自
称である「専門家した患者（expert patient）」、
自助グループでよく語られる「援助者援助論

（helper therapy principle）」、回復当事者た
ちが主導する「治療共同体（ therapeutic 
community）論」、「ピアサポート（peer 
support）」がある。 
また、当事者も同心円的な層を成している

こともある。認知症等の「介護家族」という

当事者が在宅化とともに登場している。自殺

者が増えれば残された家族も独自な心理社会

的課題をもつ当事者として登場する。障碍の

ある人を介助している家族も同じ課題をもつ。

臨床的援助の課題が広がれば広がるほど、援

助者の援助という課題が広がるだろう。 
さらに闘病記や手記も大事な first person

のナラティブである。たとえばハンセン病の

方々の裁判での証言、多様な形態のハラスメ

ントへの告発と記録等もある。そしてさらに

私の現場にいる対人暴力の「加害者」も自ら

の暴力を語る責務があるし、ひとりではでき

ないので加害のナラティブへと協働している。 
これらをまとめていえば「一人称の知」と

して体系化しうる物語の形式である。さらに

それを聴く＜わたしとあなた＞の関係性は

「二人称の知」としての物語の形式であり、

通例、質的研究としてまとめられている。さ

らに量化していけば「三人称の知」としての

マクロな調査がある。こうした広がりの過程

において野口さんの図のなかでは空欄になっ

ていた箇所に該当する言葉が豊富になってい
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くと考える。層を成して社会的現実が変更さ

れていくナラティブ・アプローチのダイナミ

クスである。 
そして第二の応答は、臨床社会学者の直接

の援助実践である。当事者とともにというの

は「記述」することや関係を「結び直す」と

いう次元にかかわる。それとは別に、直接的

な臨床的援助を社会学者としておこなうこと

だ。私は暴力や虐待の領域で、男性性とかか

わる脱暴力化の援助を試みている。これは加

害者臨床や司法臨床といえばいえなくもない

が、やはり臨床社会学として特徴づけること

のできる技法と理念がそこにはある。グルー

プワークやグループダイナミクスを用いたり、

ジェンダーに敏感なアプローチを導入したり、

認知行動的な変容を促すためのモジュールの

開発等、臨床の技法にまで落としこむことの

できる技巧がそこにある。 
第一の当事者性とクロスさせると広大に臨

床社会学者が対象として把握することのでき

る主題だけではなく、臨床社会学的実践とし

てもおこなうことのできる主題は数多い。暴

力や虐待以外にも、ひきこもり、不登校、野

宿者問題等はすべてこうした臨床社会学的実

践を要請している。 
こうして考えていくと、当事者とともにあ

る臨床社会学（者）のあり方の具体的な記述

はドミナント・ストーリーの書き換えを確実

にすすめつつある。こうした積み重ねをとお

して、先の空白の欄に言葉がボトムアップ（上

昇）していくのだろう。 
 
おわりに  
 
「野生の思考」を語ったのは人類学者のク

ロード・レヴィ＝ストロース。それにあやか

るつもりで「臨地の思考」と名付けた。病、

人、家、場にかかわる「臨地」での当事者と

の協働は、物語ることをとおして支配的な物

語やイメージを書き換える。その傍らに臨床

社会学者はいる。声を聴くためにである。臨

床社会学のもつ語彙や聴く耳は「臨地の思考」

をとおして構成されていく。中村雄二郎が「臨

床の知」（『臨床の知とは何か』岩波新書、1992
年）を唱え、それに感化されて以降、臨床社

会学がいかにありうるのかについて実践しつ

つ考え、東日本プロジェクトで関わった人た

ちや多様な加害者との対話をとおして私もま

たリフレクション（省察）し続けるために必

要な「臨地の思考」である。もちろん東日本

の被災地だけではなく、その臨むべき地は多

様にあり、対人援助の実践はそこに根ざした

取り組みとなる。場所をとれば多様なグルー

プワーク、シェルターにも広がるだろうし、

家族を視野に入れると各種の訪問的な支援は

臨床の知を鍛える。臨地の思考はこうした輻

輳のなかで既存の物語を書き換えていく。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

なかむら ただし 
（臨床社会学、社会病理学） 
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図１ 臨地の思考イメージ 
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図２ センサーとしての身体 
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図３ 物語と布置（野口祐二『ナラティブの臨床社会学』（勁草書房、2005年） 
 

 9 

目的 
対象 

記述 変更 

社会 医療化 （ ） 

個人 病いの意味と語り ナラティブ・セラピー 

 
６）ナラティブ・セラピーの立ち位置  
私がナラティブ・セラピーに関心をもったのは、ホワイトの「共犯関係」という言葉か

らだった。本デジタルマガジンの「社会臨床の視界」の連載にも記したことであるが、こ

こでも本稿の流れに即して再掲しておきたい。それは家庭内暴力の加害男性とのセラピー

を論じた視点に共感したからである。私は、ＤＶ加害男性へのグループワークやカウンセ

リング、体罰をした教師や性犯罪者への相談を試みている。ホワイトのナラティブ・セラ

ピーはこうした加害者へのセラピーの方策を模索していた私には新鮮だった。ホワイトは

PTSDと診断されたベトナム退役軍人のセラピーに取り組みながら、暴力加害と男性と社会
の在り方を指摘する。 

 
「彼らをベトナムへ送ったのは我々であるというコミュニティの共犯性を私たちが充分には

認めていないということです。それに見合うだけの謝罪および謝罪モードを見つけることもで

きていないのです」、「重要なのは、私たちが共に同じ男性として面と向かい、自分たちの声で

虐待に対抗して話すことなのです。」、「私は後悔している『演技』と、こうした男性が自分のし

てきたことを理解した時に経験する悩みの表れとを区別することは、可能だと思っています」、

「虐待する男性との仕事において、私たちは、男性文化の経験について話し合います。しかし、

それは、ジョイニングなどというものではありません。暴力をふるい続ける男性に会う時、私

には、彼らを逸脱者と見なす資格などないのです。彼らを逸脱者と見なしたり『他者』と規定

したりすれば、私は、彼らの暴力が攻撃性や支配、そして征服を尊ぶこの文化における男性の

ドミナントな在り方や考え方と結びついていることを曖昧にしていることになるのです。彼ら

を逸脱者と見なせば、私はひとりの男性として、この手のドミナントな在り方や考え方の再生

産に自分が共犯している、そのやり口に直面せずにすむでしょう。暴力をふるい続ける彼らを

逸脱者と見なせば、私は男性というクラスに属するメンバーとして、男女の機会不均等を永続

させ男性の優位性を支持する彼らの特権に対抗して行為をおこす責任に直面せずにすむでしょ

う。・・・私が彼らを逸脱者と見なせば、あまりにも都合よく『責任回避』できるのです」。「私

は、個人的にアカウンタビリティを問われていると考えています。それに、このアカウンタビ

リティと関連した特別な責任に直面化できるよう、セラピーの全文脈がどのように構造化され

るべきか、非常に関心があります」。 

マイケル・ホワイト『人生の再著述』（小森康永ほか訳、ヘルスワーク協会、2000年、50-254
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